
貴志川漁業協同組合

遊漁期間　３月８日～9月３０日迄
一般区間：五反田堰堤～上流
釣り人の方は、遊漁規則を守って下さい。
一般区間内では、エサ・ルアー・フライ・テンカラ・毛鉤
一人一日２５尾までとし、１５㎝以下サイズは再放流をお願いしま
す。


